
�金沢市告示第50号

金沢市自転車等駐車場条例 (平成３年条例第１号) 第11条第１項の規定により､ 自転車等を移動し､ 保管したので､

金沢市自転車等駐車場条例施行規則 (平成３年規則第３号) 第７条の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

１ 保管自転車等が駐車してあった駐車場の名称

金沢市営金沢駅第１自転車駐車場

金沢市営金沢駅第２自転車駐車場

金沢市営金沢駅第３自転車駐車場

金沢市営柿木畠自転車駐車場

２ 保管自転車等の台数

自転車 243台

３ 自転車等を移動し､ 保管した日

平成17年２月１日から同月28日まで

４ 保管自転車等の返還を申し出る場所
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金沢市広坂１丁目９番16号

財団法人金沢まちづくり財団

５ 保管自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成17年３月11日から同年９月11日まで

午前10時から午後７時まで

場所 金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第51号

金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例 (平成６年条例第45号) 第６条第２項及び第７条第２項の規

定により､ 自転車等を撤去したので､ 同条例第９条第１項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

１ 自転車等を撤去した場所及び撤去した自転車等の台数

２ 自転車等を撤去した日

平成17年２月１日から同月28日まで

３ 撤去した自転車等を返還する期間及び場所

� 期間

平成17年３月11日から同年９月11日まで

� 場所

金沢市昭和町633番地

金沢市自転車等保管庫
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第52号

平成６年告示第132号 (自転車等放置禁止区域の指定について) の一部を次のように改正し､ 平成17年４月１日か

ら効力を有するものとします｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

第４項及び第７項を次のように改める｡
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自 転 車 等 を 撤 去 し た 場 所 撤 去 し た 自 転 車 等 の 台 数

金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 27 台

香林坊地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 1 台

西金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 3 台

片町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 4 台

竪町地区自転車等放置禁止区域 自 転 車 2 台

尾張町２丁目地内 自 転 車 4 台

片町１丁目地内
自 転 車 5 台

原 動 機 付 自 転 車 1 台

片町２丁目地内 自 転 車 3 台

竪町地内 自 転 車 1 台

高岡町地内 自 転 車 1 台



４ 西金沢駅前自転車等放置禁止区域
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７ 森本駅前自転車等放置禁止区域

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第53号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第260条の２第11項の規定により､ 地縁による団体の告示された事項の変更の

届出があったので､ 同条第10項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第54号

住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号) 第８条及び住民基本台帳法施行令 (昭和42年政令第292号) 第12条第１項

の規定により､ 次の者の住民票を平成17年３月１日に職権で消除したので､ 同条第４項の規定により告示します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保
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区 分 変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

下堤町会 代表者の氏名

及 び 住 所

五寶 清種

金沢市下堤町26番地

小西 邦

金沢市下堤町39番地

平成17年

１月７日



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第55号

結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第４項の規定により､ 次の指定医療機関から指定を辞退する旨の申出が

あったので､ 結核予防法施行令 (昭和26年政令第142号) 第２条の５第２項において準用する同条第１項の規定によ

り告示します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第56号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 次のとおり市道の区域を変更します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市土木部生活道路整備課において平成17年３月11日から同月25日まで一般の縦覧に供

します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第57号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定により､ 次の道路の供用を開始します｡

なお､ その区間を表示した図面は､ 金沢市土木部生活道路整備課において平成17年３月11日から同月25日まで一般

の縦覧に供します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第58号

平成３年告示第40号 (金沢市駅前広場の区域について) の一部を次のように改正し､ 平成17年３月20日から効力を

有するものとします｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

金沢駅東広場地上部の図及び金沢駅東広場地下部の図を次のように改める｡
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住 所 氏 名 性別 生年月日

金沢市矢木３丁目218番地 吉 田 史 朗 男 昭和26年10月２日

名 称 所 在 地 開 設 者 辞退年月日

アイリス薬局 金沢市西念２丁目36番12号 株式会社 アイリス

代表取締役 郡司 篤子

平成17年２月28日

道路の

種 類
路 線 名 区 間

新旧

の別

幅員

(m)

延長

(m)

一般
市道

此花町線３号
本町１丁目 571番 先から

本町１丁目 571番 先まで

旧 18.9 ～ 37.0 11

新 18.9 ～ 30.9 11

路 線 名 区 間 供用開始日

此花町線３号 本町１丁目571番先から本町１丁目571番先まで 平成17年３月11日



金 沢 駅 東 広 場

地 上 部

金 沢 駅 東 広 場

地 下 部
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予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第３条第１項の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年

政令第197号) 第５条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

１ 予防接種の種類

急性灰白髄炎

２ 予防接種の対象者の範囲

生後３月から生後90月に至るまでの間にある者

３ 予防接種を行う期日及び場所

４ 予防接種を受けることが適当でない者

� 明らかな発熱を呈している者

� 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

� 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

� �から�までに掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和60年条例第36号) 第６条第２項において準用する同条例第４

条第１項の規定により､ 次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します｡

平成17年３月11日

金沢市長 山 出 保

�金沢市選挙管理委員会告示第10号
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公 告

予防接種を行う期日
予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

名 称 所 在 地

平成17年５月12日 (木) 金沢市教育プラザ富樫 金沢市富樫３丁目10番１号

平成17年５月13日 (金) 石川県立武道館 金沢市小坂町西８番地３

平成17年５月16日 (月) 金沢市駅西福祉保健センター 金沢市西念３丁目４番25号

平成17年５月19日 (木) 金沢市安原公民館 金沢市福増町22街区１番地

平成17年５月20日 (金) 金沢市崎浦公民館 金沢市小立野２丁目41番36号

平成17年５月23日 (月) 金沢市泉野福祉保健センター 金沢市泉野町６丁目15番５号

平成17年５月24日 (火) 金沢市元町福祉保健センター 金沢市元町１丁目12番12号

平成17年５月26日 (木) 粟崎文化センター 金沢市粟崎町１丁目３番地

平成17年５月27日 (金) 金沢市西南部公民館 金沢市西金沢３丁目684番地

平成17年５月30日 (月) 金沢市駅西福祉保健センター 金沢市西念３丁目４番25号

平成17年６月１日 (水) 金沢市森本公民館 金沢市南森本町チ103番地１

平成17年６月２日 (木)
旭町福祉センター 金沢市旭町２丁目13番１号

金沢市額公民館 金沢市額谷３丁目１番地１

平成17年６月３日 (金) 金沢市教育プラザ富樫 金沢市富樫３丁目10番１号

平成17年６月６日 (月) 金沢市駅西福祉保健センター 金沢市西念３丁目４番25号

登録番号 名 称 住 所 変更登録年月日

19 北陸日化サービス株式会社 金沢市玉鉾５丁目50番地 平成17年２月21日

８ ニッコー株式会社 白山市相木町383番地 平成17年２月24日

選挙管理委員会告示



地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の

１の数 (条例の制定又は改廃及び監査の請求の場合における署名者の最低数) は､ 7,120人です｡

平成17年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市選挙管理委員会告示第11号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第76条第１項､ 第80条第１項､ 第81条第１項及び第86条第１項の規定による選

挙権を有する者の総数の３分の１の数 (議会の解散の請求並びに議員､ 長､ 助役､ 収入役､ 選挙管理委員及び監査委

員の解職請求の場合における署名者の最低数) は､ 118,666人です｡

平成17年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市選挙管理委員会告示第12号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号) 第８条第１項の規定による選挙権を有する者

の総数の３分の１の数 (教育委員会の委員の解職請求の場合における署名者の最低数) は､ 118,666人です｡

平成17年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市選挙管理委員会告示第13号

市町村の合併の特例に関する法律 (昭和40年法律第６号) 第４条第１項及び第４条の２第１項の規定による選挙権

を有する者の総数の50分の１の数 (合併協議会の設置の請求の場合における署名者の最低数) は､ 7,120人です｡

平成17年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市選挙管理委員会告示第14号

市町村の合併の特例に関する法律 (昭和40年法律第６号) 第４条第11項及び第４条の２第15項の規定による選挙権

を有する者の総数の６分の１の数 (合併協議会設置協議に係る住民投票の請求の場合における署名者の最低数) は､

59,333人です｡

平成17年３月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

�金沢市監査公表第８号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第４項の規定により実施した財務事務監査の結果に関する報告を次の

とおり決定したので､ 同条第９項の規定により当該報告を公表します｡

平成17年３月11日

金沢市監査委員 近 藤 義 昭

金沢市監査委員 中 島 秀 雄

金沢市監査委員 澤 飯 英 樹

金沢市監査委員 出 石 輝 夫

１ 監査対象部課

市民生活部 市民課

市立病院事務局

企業局 経営企画課､ 企業総務課､ お客さまサービス課

２ 監査を執行した監査委員

近藤義昭､ 中島秀雄､ 澤飯英樹､ 出石輝夫

３ 監査の範囲
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監 査 公 表



平成16年度の事務事業｡ ただし､ 必要に応じて平成15年度の事業を含む｡

４ 監査の期間

平成17年１月６日から同年２月25日まで

５ 監査項目

� 収入に関する事務について

� 固定資産売却等に関する事務について

� 契約保証金に関する事務について

� 薬品費及び診療材料費に関する事務について

� 委託料に関する事務について

� 賃借料に関する事務について

� 修繕費に関する事務について

� 貸付金に関する事務について

	 前回監査の指摘事項に関する対応状況について

６ 監査の方法

あらかじめ必要があると認められる監査資料の提出を求め､ 関係帳簿及び関係書類の通査並びに照合を行うとと

もに､ 関係職員からの説明聴取を行った｡

７ 監査の対象とした帳簿等

� 収入に関する事務

歳入調定簿兼収入原簿､ 歳入 (収入) 予算執行状況表､ 課所別歳入内訳簿､ 収入予算整理簿､ 収入調定簿等

� 固定資産売却等に関する事務

収入予算執行状況表､ 収入予算整理簿､ 収入調定簿､ 収入金一覧表等

� 契約保証金に関する事務

契約保証金整理簿､ 契約保証金受払簿､ 預り金台帳等

� 薬品費及び診療材料費に関する事務

支出負担行為伺書､ 歳出予算差引簿､ 契約執行伺書､ 契約締結伺書､ 契約書等

� 委託料に関する事務

支出負担行為伺書､ 歳出 (支出) 予算差引簿､ 契約執行伺書､ 契約締結伺書､ 委託契約書､ 業務結果報告書等

� 賃借料に関する事務

支出負担行為伺書､ 支出予算差引簿､ 契約執行伺書､ 契約締結伺書､ 契約書等

� 修繕費に関する事務

支出負担行為伺書､ 契約書､ 物品検査調書､ 支出予算差引簿等

� 貸付金に関する事務

支出負担行為伺書､ 借受申込書､ 借用証書､ 貸付金台帳等

８ 監査の結果

対象課所ごとの内容は､ 次のとおりである｡

市民生活部 市民課

１ 収入に関する事務について

平成16年度の収入状況は､ 次のとおりである｡
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(平成16年11月末日現在)

款 項 予 算 現 額
Ａ�

調 定 額
Ｂ�

収 入 済 額
Ｃ�

収入率
Ｃ�/Ａ�

収納率
Ｃ�/Ｂ�

円 円 円 ％ ％

14
使 用 料 及 び
手 数 料

1 使 用 料 50,693,000 34,634,423 33,743,640 66.6 97.4

2 手 数 料 245,383,000 149,763,350 149,100,650 60.8 99.6

15 国 庫 支 出 金 3 委 託 金 9,554,000 6,945,000 6,945,000 72.7 100.0

21 諸 収 入 6 雑 入 6,352,000 3,214,926 3,168,622 49.9 98.6

合 計 311,982,000 194,557,699 192,957,912 61.8 99.2



収入に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

２ 委託料に関する事務について

平成16年度の委託料の状況は､ 次のとおりである｡

委託料に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

市立病院事務局

１ 収入に関する事務について

� 平成16年度の収入状況は､ 次のとおりである｡

� 過年度分の未収額の収入状況は､ 次のとおりである｡

収入に関する事務は､ おおむね適正に執行されていると認められた｡

なお､ 次の事項を意見として申し添える｡

入院・外来収益について､ 未収額は依然増加傾向にあることから､ 滞納金の早期確保に努められるよう要望する｡
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(監査対象82件のうち500万円以上のものを記載)
(平成16年11月末日現在)

委 託 業 務 名 委 託 先 委託金額 支出済額

戸籍オンラインシステム更新業務委託 富士通(株) 北陸支社 23,415,000 円 － 円

自動交付機保守業務委託 富士通(株) 北陸支社 6,356,700 3,708,075

事務用機器操作及びファイリング業務に従事す
る労働者派遣事業委託

(株)キャリアシステム 8,978,728 4,872,652

外国人登録オンラインシステム更新業務委託 富士通(株) 北陸支社 17,745,000 －

東斎場待合業務委託 坂井朝子 12,491,325 7,137,896

東斎場火葬業務委託 (株)五輪 53,676,000 31,311,000

東斎場庭園業務委託 (株)植宗園 6,825,000 3,720,000

東斎場清掃業務委託 (株)加能建物管理 11,917,500 6,951,875

南斎場待合業務委託 沖野美佐子 9,993,060 5,710,320

南斎場火葬業務委託 (株)五輪 44,226,000 25,798,500

南斎場庭園業務委託 (株)城西 6,930,000 3,780,000

南斎場外周緑地管理委託 (株)植宗園 5,565,000 3,030,000

南斎場清掃業務委託 常沢ビルサービス(株) 11,235,000 6,553,750

(平成16年11月末日現在)

款 項 予 算 現 額
Ａ�

調 定 額
Ｂ�

収 入 済 額
Ｃ�

収入率
Ｃ�/Ａ�

収納率
Ｃ�/Ｂ�

円 円 円 ％ ％

1 事 業 収 益
1 医 業 収 益 5,086,200,000 3,162,754,794 2,483,963,936 48.8 78.5

2 医 業 外 収 益 547,434,000 529,236,961 377,412,562 68.9 71.3

2 資 本 的 収 入

1 企 業 債 139,200,000 － － － －

2 他会計補助金 104,103,000 104,103,000 55,480,000 53.3 53.3

3 他会計出資金 192,125,000 － － － －

合 計 6,069,062,000 3,796,094,755 2,916,856,498 48.1 76.8

(平成16年11月末日現在)

款 項 年 度 前年度末未収額
Ａ�

収 入 済 額
Ｂ�

未 収 額
Ａ�－Ｂ�

収納率
Ｂ�/Ａ�

円 円 円 ％

1 事 業 収 益
1 医 業 収 益 平成11年度～

15年度
775,224,803 744,381,088 30,843,715 96.0

2 医業外収益 13,545,929 13,364,489 181,440 98.7

2 資本的収入 4 県 補 助 金 平成15年度 2,541,000 2,541,000 0 100.0

合 計 791,311,732 760,286,577 31,025,155 96.1



２ 薬品費及び診療材料費に関する事務について

平成16年度の薬品費及び診療材料費の状況は､ 次のとおりである｡

薬品費及び診療材料費に関する事務は､ おおむね適正に執行されていると認められた｡

なお､ 次の改善すべき事項を適正に処理されたい｡

検査用薬品について､ 平成14年４月１日に締結した単価契約 (契約期間14年６月30日まで) に基づき､ 16年９月

まで個別に数量を発注する随意契約により薬品を購入しているが､ 会計年度ごとに適時適切な単価契約を締結し､

厳に適正な薬品購入の契約手続を行うべきである｡

企業局 経営企画部 経営企画課

１ 委託料に関する事務について

平成16年度の委託料の状況は､ 次のとおりである｡

委託料に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

２ 賃借料に関する事務について

平成16年度の賃借料の状況は､ 次のとおりである｡
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(平成16年11月末日現在)

区 分 購 入 先 契約金額 支出済額

1 治療用薬品
明祥(株)ほか４社 477,111,280 円 393,703,751 円

(株)クラヤ三星堂 金沢支店ほか８社 362,623,894 312,326,629

2 検査用薬品
(株)スズケン 金沢支店ほか７社 37,315,237 29,175,345

(株)フレット 金沢支店ほか５社 10,419,502 9,585,515

3 ＲＩ薬品 (社)日本アイソトープ協会 17,268,615 15,380,505

4 保存血液 石川県赤十字血液センター 9,718,884 8,432,941

5 診療材料費
セントラルメディカル(株)ほか10社 86,012,347 65,808,137

(株)半田ほか22社 209,754,601 177,629,875

(監査対象32件のうち200万円以上のものを記載)
(平成16年11月末日現在)

委 託 業 務 名 委 託 先 委託金額 支出済額

マッピングシステムソフトウェア保守業務委託 東京ガス・エンジニアリング(株) 4,546,458 円 2,273,229 円

金沢市企業局広報誌作成業務委託 ヨシダ印刷(株) 7,717,500 3,858,750

金沢市企業局広報誌 (第２号) 配布業務委託 (株)ヰセキ北陸 2,889,500 2,889,500

金沢市企業局広報誌 (第３号) 配布業務委託 (株)ヰセキ北陸 2,909,535 2,909,535

金沢市企業局テレビ特別番組放送事業委託 (株)テレビ金沢 5,145,000 5,145,000

平成16年度統合情報システム構築業務委託 富士通(株) 北陸支社 76,650,000 －

金沢市企業局所管事業の経営アドバイザリー業
務委託

あずさ監査法人 金沢事務所 3,150,000 －

データエントリ業務委託 (株)金沢計算センター 7,708,932 4,496,877

ＯＡパーソナルコンピュータ保守業務委託 (平
成13年度導入分)

富士通(株) 北陸支社 2,457,000 －

(監査対象35件のうち200万円以上のものを記載)
(平成16年11月末日現在)

業 務 名 契 約 先 契約金額 支出済額

マッピングシステムハードウェア賃貸借 東京ガス・エンジニアリング(株) 2,458,260 円 1,367,730 円

リアルタイムマッピングシステム賃貸借 日立キャピタル(株) 11,241,090 1,605,870

電子計算機等賃貸借 日本電子計算機(株) 106,312,500 62,015,625

ＯＡパソコン賃貸借 (平成12年度導入分) 日立キャピタル(株) 3,843,504 2,242,044



賃借料に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

企業局 経営企画部 企業総務課

１ 固定資産売却等に関する事務について

平成16年度の固定資産売却等の状況は､ 次のとおりである｡

固定資産売却等に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

２ 契約保証金に関する事務について

平成16年度の契約保証金の状況は､ 次のとおりである｡

契約保証金に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

３ 委託料に関する事務について

平成16年度の委託料の状況は､ 次のとおりである｡

委託料に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

企業局 営業部 お客さまサービス課

１ 収入に関する事務について

� 平成16年度の収入状況は､ 次のとおりである｡

ア ガス事業特別会計

(平成16年11月末日現在)
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ＯＡパソコン賃貸借 (平成13年度導入分)
ダイヤモンドリース(株) 北陸支
店

6,388,200 3,726,450

(平成16年11月末日現在)

区 分 調 定 額 Ａ� 収 入 済 額 Ｂ� 収納率 Ｂ�/Ａ�

固定資産売却 額新町２丁目181番地ほか２筆 51,668,752 円 51,668,752 円 100.0 ％

不用品売却 鉄くず等 660,817 660,817 100.0

賃借料 テナントビル家賃､ 駐車場賃貸料等 12,758,755 8,299,983 65.1

(平成16年11月末日現在)

区 分
平成15年度末 平 成 16 年 度

件数 納付残額 件数 納付額 件数 還付(払出)額 件数 現在高
件 円 件 円 件 円 件 円

現 金 30 14,183,980 29 32,239,300 38 22,714,040 21 23,709,240

担 保 物 件
(保証事業会社分を除く｡)

24 94,610,270 22 66,765,825 15 49,485,575 31 111,890,520

合 計 54 108,794,250 51 99,005,125 53 72,199,615 52 135,599,760

(監査対象27件のうち200万円以上のものを記載)
(平成16年11月末日現在)

委 託 業 務 名 委 託 先 委託金額 支出済額

企業局庁舎設備機器保守管理点検等業務委託 (株)ムラシマ事務所 21,052,500 円 12,281,850 円

企業局庁舎清掃業務委託
(株)ジェイアール西日本金沢メン
テック

6,909,000 4,030,950

企業局庁舎警備業務委託 北陸綜合ビル管理(株) 4,483,500 2,616,075

企業局庁舎昇降機設備保守管理業務委託 東芝エレベータ(株)北陸支社 2,166,570 1,261,845

労働者派遣業務委託 (部品センター) (株)キャリアシステム 3,116,846 1,789,200

労働者派遣業務委託 (調整方法決定センター) (株)キャリアシステム 3,116,846 1,789,200

調整部品検査・格納等業務委託 (部品センター) (財)金沢市水道サービス公社 6,180,767 3,414,180



イ 水道事業特別会計

ウ 公共下水道事業特別会計

� 過年度分の未収額の収入状況は､ 次のとおりである｡

ア ガス事業特別会計

イ 水道事業特別会計

ウ 公共下水道事業特別会計

(平成16年11月末日現在)
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款 項 予 算 現 額
Ａ�

調 定 額
Ｂ�

収 入 済 額
Ｃ�

収入率
Ｃ�/Ａ�

収納率
Ｃ�/Ｂ�

円 円 円 ％ ％

1 事 業 収 益

1 製 品 売 上 6,375,660,000 3,573,553,753 3,342,289,604 52.4 93.5

2 営 業 雑 収 益 9,408,000 4,721,267 4,575,942 48.6 96.9

3 簡易ガス収益 100,820,000 50,738,273 44,734,969 44.4 88.2

4 営 業 外 収 益 31,000 82,636 82,636 266.6 100.0

2 資 本 的 収 入 3 回 収 金 10,000,000 5,370,000 5,255,000 52.6 97.9

合 計 6,495,919,000 3,634,465,929 3,396,938,151 52.3 93.5

(平成16年11月末日現在)

款 項 予 算 現 額
Ａ�

調 定 額
Ｂ�

収 入 済 額
Ｃ�

収入率
Ｃ�/Ａ�

収納率
Ｃ�/Ｂ�

円 円 円 ％ ％

1 事 業 収 益
1 営 業 収 益 9,795,222,000 6,600,729,718 6,094,193,595 62.2 92.3

2 営 業 外 収 益 362,933,000 241,256,429 228,672,179 63.0 94.8

合 計 10,158,155,000 6,841,986,147 6,322,865,774 62.2 92.4

(平成16年11月末日現在)

款 項 予 算 現 額
Ａ�

調 定 額
Ｂ�

収 入 済 額
Ｃ�

収入率
Ｃ�/Ａ�

収納率
Ｃ�/Ｂ�

円 円 円 ％ ％

1 事 業 収 益
1 営 業 収 益 6,729,880,000 4,575,139,883 4,228,293,445 62.8 92.4

2 営 業 外 収 益 192,000 225,272 225,272 117.3 100.0

2 資 本 的 収 入 1 回 収 金 143,000,000 78,748,000 76,556,800 53.5 97.2

合 計 6,873,072,000 4,654,113,155 4,305,075,517 62.6 92.5

(平成16年11月末日現在)

款 項 年 度 前年度末
未収額 Ａ�

収 入 済 額
Ｂ�

未 収 額
Ａ�－Ｂ�

収納率
Ｂ�/Ａ�

円 円 円 ％

1 事 業 収 益

1 製 品 売 上 平成10年度～15年度 351,853,024 315,369,859 36,483,165 89.6

2 営業雑収益 平成14年度～15年度 226,632 115,802 110,830 51.1

3 簡易ガス収益 平成12･13･15年度 8,349,488 8,346,042 3,446 100.0

2 資本的収入 3 回 収 金 平成14年度～15年度 170,000 35,000 135,000 20.6

合 計 360,599,144 323,866,703 36,732,441 89.8

(平成16年11月末日現在)

款 項 年 度 前年度末
未収額 Ａ�

収 入 済 額
Ｂ�

未 収 額
Ａ�－Ｂ�

収納率
Ｂ�/Ａ�

円 円 円 ％

1 事 業 収 益
1 営 業 収 益 平成10年度～15年度 546,972,598 486,063,644 60,908,954 88.9

2 営業外収益 平成15年度 11,860,968 11,734,968 126,000 98.9

合 計 558,833,566 497,798,612 61,034,954 89.1



収入に関する事務は､ おおむね適正に執行されていると認められた｡

なお､ 次の事項を意見として申し添える｡

水洗便所改造資金貸付回収金について､ 未収額は依然増加傾向にあることから､ 滞納金の早期確保に努められる

よう要望する｡

２ 修繕費に関する事務について

平成16年度の修繕費の状況は､ 次のとおりである｡

修繕費に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

３ 貸付金に関する事務について

平成16年度の貸付金の状況は､ 次のとおりである｡

貸付金に関する事務は､ 適正に執行されていると認められた｡

消防訓練のため､ 次により消防車のサイレンを使用します｡

平成17年３月11日

金沢市消防長 大 浦 春 賢

場所 金沢市中央消防署管轄区域内

日時 平成17年３月20日 午後１時から午後１時30分まで

場所 金沢市駅西消防署管轄区域内

日時 平成17年３月20日 午後２時から午後２時30分まで
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款 項 年 度 前年度末
未収額 Ａ�

収 入 済 額
Ｂ�

未 収 額
Ａ�－Ｂ�

収納率
Ｂ�/Ａ�

円 円 円 ％

1 事 業 収 益 1 営 業 収 益 平成10年度～15年度 376,726,908 329,872,977 46,853,931 87.6

2 資本的収入 1 回 収 金
昭和59年度､
平成８年度～15年度

10,560,000 1,060,400 9,499,600 10.0

合 計 387,286,908 330,933,377 56,353,531 85.4

(監査対象111件のうち300万円以上のものを記載)
(平成16年11月末日現在)

業 務 名 契 約 先 契約金額 支出済額

ガスメーター修理 (マイコン2.5号) 東洋計器(株) 金沢営業所 3,990,000 円 3,990,000 円

ガスメーター修理 (マイコン４号､ ６号) (株)金門製作所 北陸支店 6,166,125 6,166,125

ガスメーター修理 (マイコン４号) 愛知時計電機(株) 金沢営業所 10,164,000 10,164,000

ガスメーター修理 (マイコン４号) 東洋計器(株) 金沢営業所 10,080,000 10,080,000

ガスメーター修理 (マイコン４号) 愛知時計電機(株) 金沢営業所 20,160,000 －

ガスメーター修理 (マイコン2.5号) 東洋計器(株) 金沢営業所 3,491,250 －

ガスメーター修理 (マイコン６号) 東洋計器(株) 金沢営業所 6,098,400 －

ガスメーター修理 (マイコン2.5号) 愛知時計電機(株) 金沢営業所 3,491,250 －

水道メーター修理 (13mm・乾式直読型) (株)ニッコク 名古屋支店 4,473,000 4,473,000

水道メーターバーター修理 (13mm・乾式直読
型)

リコーエレメックス(株) 北陸営
業所

4,630,500 3,087,000

(平成16年11月末日現在)

区 分 貸 付 件 数 貸付決定額 支出済額

ガス設備資金貸付金 15件 2,590,000 円 2,590,000 円

水洗便所改造資金貸付金 113件 48,460,000 48,460,000

消 防 本 部 公 告



場所 金沢市金石消防署管轄区域内

日時 平成17年３月20日 午後３時から午後３時30分まで

平成11年３月31日付けで公告した公共下水道事業に係る負担区の名称及び区域についての第７負担区の区域に､ 次

の区域を追加したので公告します｡

平成17年３月11日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

第７負担区の区域として追加した区域

磯部町､ 田中町､ 高柳町､ 宮保町､ 沖町､ 北森本町､ 南森本町､ 梅田町､ 観法寺町､ 今町､ 月影町､ 利屋町､ 岸

川町､ 花園八幡町､ 二日市町､ 岩出町､ 無量寺町､ 普正寺町､ 須崎町､ 北間町､ 蚊爪町及び湊２丁目の各一部
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公 営 企 業 公 告
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